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「小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の 

運転の業務に係る特別教育」に関するお詫びとお願い 

 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 

秋田事務所 

 

小型車両系建設機械の運転業務に係る特別教育は、１）整地・運搬・積込み用及び掘削用、２）

基礎工事用、３）解体用の３種類の特別教育がある中、当事務所が実施した「小型車両系建設機

械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）に係る特別教育」の修了証は、修了された特別教育の種

類を「整地・運搬・積込み用及び掘削用」であることが分かる記載とすべきところを、「小型車両系

建設機械運転業務特別教育」と記載していたものがありました。深くおわびを申し上げます。 

 

適切な記載の新たな修了証への交換を行っていますが、下記の修了証については連絡がとれ

ず、交換ができていないところです。 

このため、下記の修了証によって特別教育の省略等を行う場合は、その対象を「小型車両系建

設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転の業務に係る特別教育」としていただくようお

願いいたします。 

また、修了証の交換をさせていただきたく、当事務所（電話番号０１８（８３２）３５４２）にご連絡下

さいますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

修了証番号 第５号、第１４号、第１５号、第１９号、第２０号  （平成２６年１０月１５日交付） 

修了証番号 第２１号、第２４号、第２６号             （平成２７年 ３月３０日交付） 

修了証番号 第３０号、第３１号、第３９号、第４０号、第４２号、第４６号、第４７号、第４９号 

（平成２７年 ９月２５日交付） 

   修了証番号 第６１号、第６２号、第６４号、第７２号       （平成２８年 ８月３１日交付） 

   修了証番号 第８１号、第８４号、第８７号、第９５号、第９７号、第９８号、第１００号、 

第１０１号、第１０２号                 （平成２９年９月２６日交付） 

   修了証番号 第１１８号、第１１９号、第１２０号、第１３３号、第１３８号、第１４０号 

                                         （平成３０年１０月 ４日交付） 

   修了証番号 第１５６号、第１６１号、               （令和 元年 ９月２５日交付） 

   修了証番号 第１８５号、第１９１号、第２０７号         （令和 ２年 ９月２９日交付） 

   修了証番号 第２１８号、第２３６号、第２４０号、第２４１号、第２４４号、第２４５号 

                                          （令和３年 ８月２７日交付） 

                                               

   

                         住 所：秋田市中通二丁目４－１９ 

                              商工中金・第一生命秋田ビル９階 

       公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会秋田事務所 

電話番号： ０１８（８３２）３５４２ 

 以上 


